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岐阜医療科学大学 学則 

 

第１章 総 則 

（目的） 

第１条 岐阜医療科学大学（以下｢本学｣という。）は、教育基本法及び学校教育法に基づき、人間

の尊重を基本として、豊かな人間性の涵養と保健医療に関する科学分野の教育研究を行い、

学術文化の向上に寄与するとともに、地域社会において広く活躍できる人材を育成すること

を目的とする。 

（自己評価等） 

第２条 本学は、教育研究水準の向上を図るとともに、前条の目的及び社会的使命を達成するため、

教育研究活動等の状況について、自ら点検及び評価を行うものとする。 

２ 前項の点検及び評価を行うにあたっての項目の設定、実施体制等に関し必要な事項は別に

定める。  

（情報の公開） 

第３条 本学の教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができ

る方法によって積極的に情報を公開するものとする。 

 

第２章 学部、学科、学生定員 

（所在地、学部、学科、教育研究上の目的及び学生定員） 

第４条 本学の所在地は、岐阜県関市市平賀字長峰７９５－１（関キャンパス）及び岐阜県可児市

虹ヶ丘４－３－３（可児キャンパス）とする。 

２ 本学に、次に掲げる学部、学科を置く。 

保健科学部 

臨床検査学科 

放射線技術学科 

看護学部 

看護学科 

薬学部 

薬学科 

３ 各学部・学科の教育研究上の目的は、別表１のとおりとする。 

４ 本学に、設置する学部、学科の学生定員は次のとおりとする。 

学    科 入学定員 収容定員 

保健科学部 180人 720人 

臨床検査学科 90人 360人 

放射線技術学科 90人 360人 

看護学部 100人 400人 

看護学科 100人 400人 

薬学部 100人 600人 

薬学科 100人 600人 

計 380人 1720人 

５ 本学に、大学院を置く。大学院学則は、これを別に定める。 

 

第３章 修業年限、在学期間、学年、学期及び休業日 

（修業年限） 

第５条 薬学部薬学科の修業年限は６年とし、保健科学部及び看護学部の修業年限は４年とする。 

（在学年限） 
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第６条 学生は、修業年限の２倍を超えて在学することはできない。また、第15条の規定により入

学した者は、同条第２項の規定により、定められた在学すべき年数の２倍に相当する年数を

超えて在学することはできない。 

（学年） 

第７条 学年は４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。 

（学期） 

第８条 学年を次の２期に分ける。 

     前期  ４月１日から９月30日まで 

     後期  10月１日から翌年３月31日まで 

（休業日） 

第９条 休業日は、次のとおりとする。 

一 日曜日 

二 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 

三 春季休業日  ４月１日から４月７日まで 

四 夏季休業日  ８月８日から９月30日まで 

五 冬季休業日  12月24日から１月７日まで 

２ 学長は、前項第三号から第五号に規定する休業日の期間について、必要に応じ変更することが

できる。 

３ 第１項に定めるもののほか、学長は、臨時の休業日を定めることができる。 

 

第４章 入学、再入学及び転入学 

（入学の時期） 

第10条 入学・再入学及び転入学の時期は、学年の始めとする。 

（入学資格） 

第11条 本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

一 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者 

二 通常の課程による12年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれ

に相当する学校教育を修了した者を含む。） 

三 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で、

文部科学大臣の指定した者 

四 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育

施設の当該課程を修了した者 

五 学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号） 第150条第３号に規定する文部科

学大臣の指定した者 

六 高等学校卒業程度認定試験規則（平成17年文部科学省令第１号）による高等学校卒

業程度認定試験に合格した者（同規則附則第２条の規定による廃止前の大学入学資格

検定規程（昭和26年文部省令第13号）による大学入学資格検定に合格した者を含む。） 

七 学校教育法第90条第２項の規定により大学に入学した者であって、大学における教

育を受けるにふさわしい学力があると認めた者 

八 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学

力があると認めた者で、18歳に達した者  

（入学の出願） 

第12条 本学に入学を志願する者は、本学所定の入学願書に検定料を添えて願い出なければならな

い。提出の時期、方法、提出すべき書類等については別に定める。 

（入学者の選考） 
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第13条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより選考を行う。 

（入学手続及び入学許可） 

第14条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は所定の期日までに、誓約書その他本学

所定の書類を提出するとともに、所定の入学金を納付しなければならない。 

２ 学長は、前項の入学手続きを完了し、所定期日までに授業料等を納入した者に入学を許可

する。 

（再入学、転入学） 

第15条 次の各号の一に該当する者で本学へ再入学、転入学を志願する者があるときは、学長は欠

員のある場合に限り、選考により相当年次に入学を許可することができる。 

一 大学を卒業した者又は退学した者（第64条第３項の規定により退学した者を除く。）

又は除籍された者 

二 大学に２年以上在学し、62単位以上修得した者 

三 短期大学、高等専門学校を卒業した者 

四 専修学校の専門課程で文部科学大臣の定める基準をみたすものを修了した者 

２ 前項の規定により入学を許可された者の既に修得した授業科目及び単位数の取扱い並び

に在学すべき年数については、教授会の議を経て学長が決定する。 

 

第５章 転科、転学、留学、退学、休学、復学及び除籍 

（転科） 

第16条 他学部、他学科への転科は認めない。 

（転学） 

第17条 他の大学等に転学しようとする者は、保証人連署の上、その理由を記載した書面を添えて、

学長の許可を得なければならない。 

（留学） 

第18条 外国の大学又は短期大学で学修することを志願する者は、別に定めるところにより、学長

の許可を得て留学することができる。 

２ 前項の許可を得て留学した期間は、第５条に定める修業年限に含めることができる。 

（退学） 

第19条 退学しようとする者は、保証人連署の上、その理由を記載した書面を添えて、学長の許可

を得なければならない。 

（休学） 

第20条 疾病その他の理由により３か月以上修学できない者は、医師の診断書又はその理由を記載

した書面を添えて学長に休学を願い出て、その許可を得なければならない。 

２ 疾病のため修学することが適当でないと認められた者に対しては、学長は休学を命ずるこ

とができる。 

（休学期間） 

第21条 休学期間は１年を超えることができない。ただし、特別の事由があると認められるときは、

この限りでない。 

２ 休学期間は、通算して薬学部においては６年を、保健科学部及び看護学部においては４年

を超えることができない。 

３ 休学期間は、第６条の在学年限に算入しない。 

（復学） 

第22条 休学期間中にその理由が消滅した場合には、学長の許可を得て復学することができる。 

２ 疾病のため休学した者が復学しようとするときは、医師の診断書を添付して願い出なけれ

ばならない。 
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（除籍） 

第23条 次の各号の一に該当する者は、教授会の議を経て学長が除籍する。 

一 第６条に定める在学年限を超えた者 

二 第21条第２項に定める休学期間を超えてなお復学できない者 

三 授業料等の納付を怠り、督促してもなお納付しない者 

四 死亡した者又は長期間にわたり行方不明の者 

五 その他、成業の見込みがない者 

 

第６章 教育課程・履修方法等 

（１年間の授業期間） 

第24条 １年間の授業期間は、定期試験等の期間を含め、35週にわたることを原則とする。 

（教育課程及び授業科目） 

第25条 各学科の授業科目及びその単位数は、別表２、３、４及び５のとおりとする。 

（授業の方法） 

第26条 本学における授業の方法は、講義・演習・実験・実習又は実技とする。 

２ 前項の授業は、文部科学大臣が別に定めるところにより、多様なメディアを高度に利用し

て、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。（以下、遠隔授業という。） 

（単位の計算方法） 

第27条 各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成

することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学

修等を考慮して、次の基準により計算するものとする。 

(1) 講義及び演習は、15時間から30時間迄の範囲で本学が定める時間の授業をもって１

単位とする。 

(2) 実験、実習及び実技については、30時間から45時間迄の範囲で本学が定める時間の

授業をもって１単位とする。    

（履修の届出） 

第28条 学生は、毎学期の始めに履修しようとする授業科目を届け出なければならない。 

２ 前項の届出をしない授業科目は、履修することができない。 

（単位の授与） 

第29条 授業科目を履修し、その試験に合格した者には、所定の単位を与える。ただし、平素の成

績及び論文の提出をもって試験に代えることができる。 

（追試験及び再試験） 

第30条 疾病その他やむをえない理由により前条の試験に欠席した者、又は合格点に達しなかった

者に対しては、追試験又は再試験を行うことがある。 

（学習の評価） 

第31条 成績の評価は100点満点とし、Ｓ(90点以上)、Ａ(89～80点)、Ｂ(79～70点)、Ｃ(69～60点)、

Ｄ(59点以下)の評語をもって表し、Ｓ、Ａ、Ｂ及びＣを合格とする。 

（履修方法） 

第32条 学生は、第25条に規定する授業科目について、次の区分により履修し、その単位数を修得

しなければならない。 

授業科目の区

分 

必要修得単位数 

保健科学部 看護学部 

臨床検査学科 放射線技術学科 看護学科 

基礎分野 17単位以上 19単位以上 17単位以上 

専門基礎分野 21単位以上 31単位以上 32単位以上 

専門分野 86単位以上 77単位以上 81単位以上 
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合 計 124単位以上 127単位以上 130単位以上 

 

授業科目の区分 

必要修得単位数 

薬学部 

薬学科 

薬学準備科目分野 26単位以上 

薬学基本科目分野 

160単位以上 薬学基礎科目分野 

薬学専門科目分野 

合 計 186単位以上 

（他の学科の授業科目の履修等） 

第33条 学生は、教育上有益と認められるときは、所定の手続きを経て他の学部、学科の授業科目

を履修し、又は聴講することができる。 

（他大学等における授業科目の履修等） 

第34条 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が他の大学又は短期大学において修得した単位

を、30単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすこと

ができる。 

（他の教育機関における学修） 

第35条 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学若しくは高等専門学校の専攻科

における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみな

し、単位を与えることができる。 

２ 前項により与えることのできる単位数は、前条により本学において修得したものとみなし

た単位数と合わせて、30単位を超えないものとする。 

（入学前の既修得単位の認定） 

第36条 本学は，教育上有益と認めるときは、学生が入学する前に他の大学又は短期大学において

履修した授業科目について修得した単位を、入学後の本学における授業科目の履修により修

得したものとみなすことができる。 

２ 学生が入学する前に行った前条第１項に規定する学修を本学における授業科目の履修と

みなし単位を与えることができる。 

３ 前２項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、転入学の

場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、合わせて30単位を超えない

ものとする。 

 （遠隔授業による単位修得） 

第37条 第32条の規定により卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第26条２項の授業の方法

により修得する単位数は30単位を超えないものとする。 

 

第７章 卒 業 等 

（卒業） 

第38条 本学に第５条に定める修業年限（第15条の規定により入学した者にあっては、同条第２項

の規定により定められた在学すべき年数）以上在学し、第32条に定める授業科目を履修し、

必要修得単位以上を修得した者に対し、学長は、教授会の議を経て卒業を認定する。 

２ 学長は、前項の規定により卒業を認定した者に対し卒業証書を授与する。 

（学位） 

第39条 学長は、前条第１項の規定により卒業を認定した者に対し、学士の学位を授与する。 

２ 学位の授与に関し必要な事項は、別に定める。 

第８章 入学検定料・入学金及び授業料等 
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（入学検定料、入学金及び授業料等の額） 

第40条 入学検定料の額は別に定める。 

２ 入学金及び授業料等の額は、次のとおりとする。 

区分 
保健科学部、看護学部 

１年次 ２～４年次 

入学金 250,000円  

授業料 800,000円 800,000円 

教育充実費 750,000円 750,000円 

 

区分 
薬学部 

１年次 ２～６年次 

入学金 200,000円  

授業料 1,100,000円 1,100,000円 

教育充実費 950,000円 950,000円 

（授業料等の納付） 

第41条 授業料等は、年額の２分の１ずつを次の２期に分けて納付しなければならない。ただし、

第１学年の前期分については、入学式の前日までに納付しなければならない。 

区       分 納 期 

前期（４月から９月まで） ４月中 

後期（10月から翌年３月まで） 10月中 

（退学及び停学の場合の授業料等） 

第42条 学期の中途で退学若しくは転学し、又は除籍された者は、当該期分の授業料等を納付しな

ければならない。 

２ 停学期間中の授業料等は、納付しなければならない。 

（休学の場合の授業料等） 

第43条 前期又は後期の中途で休学した者は、休学した当該期分の授業料等を全額納入するものと

する。 

２ 休学が前期又は後期の全期間にわたる者は、授業料等の代わりに休学在籍料を納入するも

のとする。ただし、特別の事情があると認められる者については、当該期分の休学在籍料を

免除することがある。 

 前期 後期 

休学在籍料 50,000円 50,000円 

（復学の場合の授業料等） 

第44条 学期の中途において復学した者は、当該期分の授業料等を納付しなければならない。 

（学年の中途で卒業する場合の授業料等） 

第45条 学年の中途で卒業する見込みの者は、当該期分の授業料等を納付しなければならない。た

だし、特別の事情があると認められる者については、当該期分の授業料等の一部を減額する

ことがある。 

（授業料等の免除及び徴収猶予） 

第46条 経済的理由によって授業料等の納付が困難であると認められ、かつ学業優秀と認められる

者又は、その他やむを得ない事情があると認められる者については、授業料等の徴収を猶予

することがある。 

２ 前項の授業料等の徴収猶予に関して必要な事項は別に定める。 

（納付した授業料等） 

第47条 納付した検定料、入学金及び授業料等は原則として還付しない。 
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第９章 教職員組織 

（教職員組織、業務分掌及び組織図） 

第48条 本学に学長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員、技術職員その他必要な職員を

置く。 

２ 学長が必要と認めた場合は、副学長を置くことができる。 

３ 本学に学生部、教務部、入試部、広報部、図書館、各種委員会を置き、別に定める業務を

行う。それぞれの長は学長が任命する。 

４ 本学に事務局を置き、事務局長は理事長が任命する。 

５ 業務分掌及び組織図は別に定める。 

（職務） 

第49条 職員の職務に関する事項は別に定める。 

 

第10章 教授会 

（教授会） 

第50条 本学に重要事項を審議するため教授会を置く。 

２ 教授会は学長及び教授をもって組織する。ただし、学長が必要と認める場合は、その他の職員

を加えることができる。 

３ 教授会に関する事項は別に定める。 

 

第11章 専攻科 

 （学生定員等） 

第51条 本学に助産学専攻科を置く。 

２ 助産学専攻科の教育研究上の目的は、別表６のとおりとする。 

３ 助産学専攻科の学生定員は、次のとおりとする。 

                   入学定員20人    

総 定 員20人 

 （修業年限、在学年限及び入学の時期） 

第52条 助産学専攻科の修業年限は、１年とする。 

２ 助産学専攻科の在学年限は、２年を超えることができない。 

３ 入学の時期は、学年の始めとする。 

 （入学資格） 

第53条 助産学専攻科に入学することができる者は、看護師資格を有する女性、もしくは看護師国

家試験受験資格を有する女性でかつ次の各号の一に該当する者とする。 

  一  学校教育法第52条に定める大学を卒業した者 

  二  学校教育法第104条４項の規定により学士の学位を授与された者 

  三 学校教育法施行規則第155条に定める大学の専攻科への入学に関し大学を卒業した者

と同等以上の学力があると認められる者 

 四 その他大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者 

 （授業科目及び単位数） 

第54条 助産学専攻科において開設する授業科目及びその単位数は、別表７のとおりとする。 

２ 助産学専攻科の修了に必要な単位数は、次のとおりとする。 

       必要修得単位数 34単位 

 （修了） 

第55条  助産学専攻科に１年以上在学し、所定の授業科目を履修し、その単位数を修得した者につ

いては、教授会の議を経て、学長が修了を認定する。 
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２ 学長は修了を認定した者に対して、修了証書を授与する。 

 （入学検定料・入学金及び授業料等） 

第56条 入学検定料の額は別に定める。 

２ 入学金及び授業料等の額は、次のとおりとする。 

区分 助産学専攻科 

入学金 300,000円 

授業料 1,200,000円 

教育充実費 500,000円 

但し、本学卒業生および岐阜医療技術短期大学卒業生及び修了生は、入学金を免除する。 

３ 授業料等は、年額の２分の１ずつを次の２期に分けて納付しなければならない。 

区       分 納 期 

前期（４月から９月まで） 入学式の前日 

後期（10月から翌年３月まで） 10月中 

 （準用規定） 

第57条 本章に定めるもののほか､本学則第７条から第９条まで､第12条から第14条まで、第16条か

ら第23条まで、第27条から第31条まで、第43条、第63条、第64条及び第66条に定める規定を

準用する。但し、第21条第２項の休学期間は、通算して「４年を超えることができない」を

「１年を超えることができない」に、同条第３項の休学期間は、「第６条の在学年限に算入

しない」を「第52条の在学年限に算入しない」と読み替える。 

第12章 委託生及び科目等履修生等 

（委託生） 

第58条 他の大学その他の団体からその所属する職員に特定の専門事項について研修させるため、

本学に派遣の申し出のあるときは、本学の教育研究に支障のない場合に限り、教授会の選考

を経て、委託生としてこれを許可することがある。 

２ 委託生が履修すべき授業科目及び単位は、委託者の希望を考慮し、教授会の議を経て、学

長が決定する。 

３ 委託生に関して必要な事項は別に定める。 

（科目等履修生） 

第59条 本学の授業科目の一部を履修することを希望する者があるときは、本学の教育研究に支障

のない限り、教授会の選考を経て、科目等履修生としてこれを許可することがある。 

２ 科目等履修生の入学資格は、第11条に定める資格を有する者とする。 

３ 科目等履修生には、第29条の規定を準用して単位を与えることができる。 

４ 科目等履修生に関して必要な事項は別に定める。 

（その他） 

第60条 研究生、聴講生、特別聴講生、外国人留学生に関して必要な事項は別に定める。 

（学則の準用） 

第61条 特別の規定がない限り、本章に定めるもののほか、委託生、科目等履修生、研究生、聴講

生、特別聴講生及び外国人留学生は、正規学生と同じ規則を遵守しなければならない。  

 

第13章 受託研究及び共同研究 

（受託研究及び共同研究） 

第62条 本学の学術研究に資するため必要と認められるときは、受託研究及び共同研究を行うこと

ができる。 

２ 受託研究及び共同研究に関して必要な事項は別に定める。 

 

第14章 賞 罰 
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（表彰） 

第63条 学生として表彰に値する行為があった者は、教授会の議を経て学長が表彰することがある。 

（懲戒） 

第64条 本学の規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者は、教授会の議を経て、

学長が懲戒する。 

２ 前項の懲戒の種類は、退学・停学及び訓告とする。 

３ 前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。 

一 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

二 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 

三 正当な理由がなくて、出席常でない者 

四 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者 

 

第15章 公開講座 

（公開講座） 

第65条 本学において、必要があると認めるときは、公開講座を開設することができる。 

 

 

第16章 健康診断 

（健康診断）  

第66条 学生の健康診断は、年１回以上実施しなければならない。 

 

第17章 附属施設 

（図書館） 

第67条 本学に、図書館を置く。 

２ 図書館について必要な事項は別に定める。 

（薬用植物園） 

第68条 本学に薬用植物園を置く。 

２ 薬用植物園に関する事項は別に定める。 

（附属施設） 

第69条 本学に研究所その他の附属施設を置くことができる。 

２ 附属施設に関する事項は別に定める｡ 

 

附 則 

１ この学則は、平成18年４月１日から施行する。 

２ 平成18年度から平成20年度までの各年度における保健科学部の収容定員は第４条第２項の規

定にかかわらず次のとおりとする。 

学   科 
収 容 定 員 

平成18年度 平成19年度 平成20年度 

衛 生 技 術 学 科 80人 160人 240人 

放射線技術学科 80人 160人 240人 

看 護 学 科 80人 160人 240人 

３ この改正学則は、平成19年４月１日から施行する。 

４ この改正学則は、平成21年４月１日から施行する。 

ただし、平成21年３月31日以前の看護学科入学者にかかる教育課程については、従前のとおり

とする。 
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５ この改正学則は、平成21年５月28日から施行する。 

  第55条に規定する助産学専攻科入学者に係る入学金免除については、平成22年度入学者から適

用する。 

６ この改正学則は、平成23年４月１日から施行する。 

ただし、平成23年３月31日以前の衛生技術学科、放射線技術学科、看護学科入学者にかかる教

育課程については、従前のとおりとする。 

７ この改正学則は、平成24年４月１日から施行する。 

  ただし、平成24年３月31日以前の看護学科・助産学専攻科入学者にかかる教育課程については、

従前のとおりとする。 

８ この改正学則は、平成25年４月１日から施行する。 

  ただし、平成25年３月31日以前の放射線技術学科、看護学科入学者にかかる教育課程表につい

ては従前のとおりとする。 

９ この改正学則は、平成26年８月１日から施行する。 

  ただし、第39条第２項及び第55条第２項に規定する入学金及び授業料等の額は、平成27年度入

学生から適用する。 

10 この改正学則は、平成27年４月１日から施行する。 

  ただし、平成27年３月31日以前の入学者にかかる学則については、従前のとおりとする。 

11 この改正学則は、平成28年４月１日から施行する。 

12 この改正学則は、平成29年４月１日から施行する。 

13 この改正学則は、平成30年４月１日から施行する。 

ただし、平成30年３月31日以前の保健科学部看護学科入学者については、従前のとおりとする。 

14 この改正学則は平成31年４月１日から施行する。 

ただし、平成31年３月31日以前の入学者にかかる成績評価については従前の通りとする。 

15 この改正学則は、令和２年４月１日から施行する。 

16 この改正学則は、令和３年４月１日から施行する。 

17 この改正学則は、令和４年４月１日から施行する。 

  ただし、令和４年３月31日以前の入学者については従前のとおりとする。 

18 この改正学則は、令和６年４月１日から施行する。 

19 この改正学則は、令和８年４月１日から施行する。 

ただし、令和８年３月31日以前の入学者については第40条第２項及び第56条第２項に規定する

入学金及び授業料等の額にかかわらず、従前のとおりとする。 

ただし、令和８年３月 31 日以前の薬学科に係る教育課程については、従前の通りとする。 



別表１
各学部・学科の教育研究上の目的

・ 地域医療に貢献する医療人の一員として、保健医療の現場で主体的に活躍できる臨床検査技師・診療放射線技
師を育成する。

・ 豊かな人間性と高い倫理観、専門性ならびに国際感覚を身につけ、社会で求められる多様な役割を果たすことが
出来る臨床検査技師・診療放射線技師を育成する。

・ 臨床検査学もしくは放射線技術学の進歩に積極的に対応し、様々な状況に対応できる優れた判断能力および管
理能力を備え、チーム医療の一員として高い技術とコミュニケーション能力を発揮できる臨床検査技師・診療放射
線技師を育成する。

・ 生命を守る医療現場の一員としての自覚を持ち、臨床検査のスペシャリストとして必要な知識、技能、人間性を育
・ 検査を受ける人の気持ちが理解できる臨床検査技師を育成する。
・ 医療現場での実践を通じて、臨床検査の立場からチーム医療ができる技量と自覚を身につける。
・ 保健科学を通して豊かな感性と確かな知性を育み、放射線医療における倫理性と独創性を持って人間に対する

包括的な理解を深める。
・ 幅広い理数系の基礎的知識と高度な医学的知識を背景に、医療における放射線分野の専門技術を習得する。
・ 質の高い医療を目指し、目的を達成する強い意思と理工学の技術を医療に応用する実践力を養い、チーム医療

に必要な対話能力ならびに自主性を育成する。

・ 地域医療に貢献する医療人の一員として、保健・医療・福祉の現場で主体的に活躍できる看護師・保健師を育成
・ 豊かな人間性と高い倫理観、専門性ならびに国際感覚を身につけ、社会で求められる多様な役割を果たすことが

出来る看護師・保健師を育成する。
・ 医療技術の多様化・高度化に積極的に対応し、様々な状況に対応できる優れた判断能力および管理能力を備

え、チーム医療の一員として高い技術とコミュニケーション能力を発揮できる看護師・保健師を育成する。

・ 地域医療に貢献する医療人の一員として、保健医療の現場で主体的に活躍できる薬剤師を育成する。
・ 高い倫理観と専門性並びに国際感覚を身につけ、社会の多様な役割を果たすことができる薬剤師を育成する。
・ 医療・薬物療法の進歩に応じた薬剤師としての職能の多様化に積極的に対応し、チーム医療の一員として高い技

術とコミュニケーション能力を発揮できる薬剤師を育成する。

看護学部・看護学科

薬学部

薬学部・薬学科

保健科学部

学部

学
科

臨 床 検 査 学 科

放 射 線 技 術 学 科

看護学部



臨床検査学科
授業科目及びその単位数

必修 選択 必修 選択
倫理学 1 病理検査学Ⅰ 1
生命倫理学 1 病理検査学実習Ⅰ 1
心理学 1 病理検査学Ⅱ 1
医療心理学 1 病理検査学実習Ⅱ 1
健康スポーツ科学 1 病理検査学特論 1
法学 1 一般検査学 1
経済学 1 一般検査学実習 1
コミュニケーション論 1 医動物学 1
アカデミック基礎セミナー 1 一般検査学特論 1
社会慣習・マナー技法 1 生化学検査学Ⅰ 1
手話技法 1 生化学検査学Ⅱ 1
化学 1 生化学検査学実習 1
生物学 1 免疫検査学Ⅰ 1
数学 1 免疫検査学Ⅱ 1
物理学 1 免疫検査学実習 1
情報処理 1 生化学・免疫検査学特論 1
基礎英語 1 遺伝子検査学Ⅰ 1
英語Ⅰ 1 遺伝子検査学Ⅱ 1
英語Ⅱ 1 遺伝子検査学実習 1
英語Ⅲ 1 輸血・移植検査学 2
英会話Ⅰ（初級） 1 輸血・移植検査学実習 2
英会話Ⅱ（中級） 1 輸血・移植検査学特論 1
中国語 1 微生物検査学Ⅰ 1
韓国語 1 微生物検査学実習Ⅰ 1
ポルトガル語 1 微生物検査学Ⅱ 1
解剖組織学 1 微生物検査学実習Ⅱ 1
解剖組織学実習 1 微生物検査学Ⅲ 1
生理学Ⅰ 1 微生物検査学特論 1
生理学Ⅱ 1 生理検査学Ⅰ 1
実践解剖生理学 1 生理検査学実習Ⅰ 2
生化学 1 生理検査学Ⅱ 1
栄養学 1 生理検査学実習Ⅱ 2
薬理学 1 画像診断学Ⅰ 1
分析化学 1 画像診断学Ⅱ 1
生物分析化学実習 1 実践生理検査学演習 1
病理学 1 生理検査学特論 1
微生物学 1 臨床検査技師実践演習Ⅰ 1
認知機能検査学 1 臨床検査技師実践演習Ⅱ 1
医学概論 1 検体検査総論 1
チーム医療論 1 検査管理総論 1
公衆衛生学 1 精度管理学 1
関係法規 1 医用統計学 1
環境医学概論 1 食生活論 1
検査機器総論 1 食品衛生学 1
情報科学概論 1 食品学 1
医用工学 1 医療安全管理学Ⅰ 1
医用工学実習 1 医療安全管理学Ⅱ 1
臨床医学総論 1 実践臨床検査学演習 1
臨床病態学Ⅰ 1 臨地実習 11
臨床病態学Ⅱ 1 総合検査学演習Ⅰ 1
臨床病理学総論 1 総合検査学演習Ⅱ 3
救急処置法 1 チーム医療演習　 1
病態薬理学 1 卒業研究 6
臨床病態学特論 1 生殖補助医療学 1
血液検査学Ⅰ 1 生殖補助医療学実習 1
血液検査学実習Ⅰ 1 アドバンスト超音波検査学演習 1
血液検査学Ⅱ 1
血液検査学実習Ⅱ 1
血液検査学特論 1

授　業　科　目
単位数

基
礎
分
野

生理学的
検査学

臨床検査
の基礎と
その疾病
との関連

臨床検査
総合管理

学保健医療
福祉と臨
床検査

食品科学

別表２

授　業　科　目
単位数

人文・社
会科学

人体の構
造と機能

専
門
基
礎
分
野

医療工学
及び医療

情報

専
門
分
野

病態学

臨地実習

総合検査
学

血液学的
検査学

専
門
分
野

病理学的
検査学

尿・糞便
等一般検

査学コミュニ
ケーショ
ン

生化学的
検査・免
疫学的検

査学自然科学

外国語

遺伝子関
連・染色
体検査学

輸血・移
植検査学

微生物学
的検査学

医療安全
管理学



放射線技術学科
授業科目及びその単位数

必修 選択 必修 選択
倫理学 1 X線撮影技術学Ⅰ 2
生命倫理学 1 X線撮影技術学Ⅱ 2
心理学 1 画像診断学Ⅰ 2
法学 1 画像診断学Ⅱ 1
経済学 1 X線機器工学 2
社会慣習・マナー技法 1 医用機器工学Ⅰ 1
コミュニケーション論 1 医用機器工学Ⅱ 1
手話技法 1 X線機器工学実験 1
アカデミック基礎セミナー 1 医用機器工学実験 1
情報処理 1 磁気共鳴論 1
数学Ⅰ 1 磁気共鳴技術学 2
数学Ⅱ 1 超音波検査学Ⅰ 1
物理学Ⅰ 1 超音波検査学Ⅱ 2
物理学Ⅱ 1 断層技術学Ⅰ 2
化学 1 断層技術学Ⅱ 1
生物学 1 X線撮影技術学演習 1
基礎英語 1 診療画像機器工学演習 1
英語Ⅰ 1 診療画像検査学演習 1
英語Ⅱ 1 核医学機器工学 2
英語Ⅲ 1 核医学技術学 2
英会話Ⅰ（初級） 1 核医学検査学Ⅰ 2
英会話Ⅱ（中級） 1 核医学検査学Ⅱ 1
中国語 1 核医学検査学基礎実習 1
韓国語 1 放射性医薬品学 1
ポルトガル語 1 放射線治療機器工学 2
医療心理学 1 放射線治療学Ⅰ 2
社会福祉論 1 放射線治療学Ⅱ 2
医療サービス概論 1 放射線腫瘍学 2
地域医療概論 1 放射線治療学演習 1
医療経済学 1 医用画像工学 1
健康スポーツ科学 1 画像情報工学Ⅰ 2
医学概論 1 画像情報工学Ⅱ 2
人体解剖学Ⅰ 1 画像情報工学実験 1
人体解剖学Ⅱ 1 医療画像情報学演習 1
生化学 1 放射線安全管理学 2
生理学 1 放射線安全管理学実習 1
免疫学 1 放射線関係法令 1
薬理学 1 放射線衛生学 1
病理・病態学総論 2 医療安全管理学 1
臨床病態学Ⅰ 2 救急医学概論 1
臨床病態学Ⅱ 2 実践臨床画像学Ⅰ 1
看護学概論 1 実践臨床画像学Ⅱ 1
衛生学・公衆衛生学 1 実践臨床画像学Ⅲ 1
医用統計学 1 チーム医療論 1
積分変換 1 チーム医療演習 1
医用電気工学 1 臨床基礎実習Ⅰ 1
医用電子工学 1 臨床基礎実習Ⅱ 1
医用電気・電子工学実験 1 臨床実習Ⅰ 1
医用電気・電子工学演習 1 臨床実習Ⅱ 4
医用放射線物理学Ⅰ 1 臨床実習Ⅲ 6
医用放射線物理学Ⅱ 1 放射線学特論 1
医用放射線物理学Ⅲ 1 卒業研究 2
医用放射線物理学演習 1 総合放射線学演習Ⅰ 1
放射化学Ⅰ 1 総合放射線学演習Ⅱ 1
放射化学Ⅱ 1 英語文献講読 1
放射化学実験 1
放射化学演習 1
放射線生物学Ⅰ 1
放射線生物学Ⅱ 1
放射線生物学演習 1
放射線計測学Ⅰ 1
放射線計測学Ⅱ 1
放射線計測学実習 1
放射線計測学演習 1

保健医療
における
理工学的
基礎およ
び放射線
の科学･

技術

臨床実習

総合放射
線学

別表３
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門
基
礎
分
野

人体の構
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疾病

放射線安
全管理学

医療安全
管理学



別表４
看護学科
授業科目及びその単位数

必修 選択 必修 選択
倫理学 2 看護学概論 2
心理学 2 基礎看護学方法Ⅰ（共通基本技術） 2
法学 2 基礎看護学方法Ⅱ（日常生活援助技術） 2
経済学 2 基礎看護学方法Ⅲ（診断・治療に伴う援助技術） 1
生命倫理学 2 看護過程論 1
アカデミック基礎セミナー 1 看護過程演習 1
コミュニケーション・ワークショップ演習 1 看護コミュニケーション 1
社会慣習・マナー技法 1 基礎看護学実習Ⅰ 1
ボランティア技法 1 基礎看護学実習Ⅱ 2
手話技法 1 看護理論 1
基礎英語 1 看護倫理 1
英語Ⅰ 1 フィジカルアセスメント論  1
英語Ⅱ 1 地域・在宅看護学論 2
英語Ⅲ 1 地域・在宅看護学方法 2
英会話Ⅰ（初級） 1 地域・在宅看護学実習 3
英会話Ⅱ（中級） 1 家族援助論　 2
中国語 1 エンド・オブ・ライフケア論 2
韓国語 1 公衆衛生看護学概論　 2
ドイツ語 1 公衆衛生看護活動論Ⅰ(地区活動）　 2
ポルトガル語 1 地域生活支援実習 2
情報処理 1 母性看護学概論 2
生物学 1 母性看護学方法 2
数学 1 母性看護学実習 2
物理学 1 小児看護学概論 2
化学 1 小児看護学方法 2

健康科学 健康スポーツ実技 1 小児看護学実習 2
人体構造と機能Ⅰ 2 成人看護学概論 2
人体構造と機能Ⅱ 2 成人看護学方法Ⅰ 2
人体構造と機能Ⅲ 2 成人看護学方法Ⅱ 2
微生物学 2 成人看護学実習Ⅰ 2
生化学 2 成人看護学実習Ⅱ 2
人類遺伝・発生学 1 老年看護学概論 2
発達心理学 1 老年看護学方法 2
医療心理学 1 老年看護学実習 3
医学概論 1 精神看護学概論 2
臨床病理学総論 2 精神看護学方法 2
疾病・治療論Ⅰ（成人・老年Ⅰ） 2 精神看護学実習 2
疾病・治療論Ⅱ（成人・老年Ⅱ） 2 感染看護論 1
疾病・治療論Ⅲ（精神） 1 看護管理学 1
疾病・治療論Ⅳ （母性） 1 チーム医療演習 1
疾病・治療論Ⅴ（小児） 1 統合看護実習 2
薬理学 2 統合看護演習 2
看護栄養学 1 国際・災害看護論 2
運動指導論 1 卒業研究 3
チーム医療論 1 看護教育学 1
保健医療福祉制度論Ⅰ　 2 鍼灸・漢方セミナー 1
保健学Ⅰ（公衆衛生）　 2 トリートメントケアセミナー 1
保健統計　 2 公衆衛生看護方法論Ⅰ 2
保健学Ⅱ（疫学）　 2 公衆衛生看護方法論Ⅱ 2
社会福祉学 1 公衆衛生看護活動論Ⅱ　(産業保健） 2

公衆衛生看護活動論Ⅲ　(学校保健） 2
公衆衛生看護学診断演習 2
公衆衛生看護管理論 1
保健医療福祉制度論Ⅱ 2
公衆衛生看護学実習Ⅰ（地区活動） 3
公衆衛生看護学実習Ⅱ（産業保健） 1
公衆衛生看護学実習Ⅲ（学校保健） 1
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別表５
薬学部　薬学科
授業科目及びその単位数

必修 選択 必修 選択

化学 2 基礎薬理学 2

物理学 2 薬理系実習 1

生物学 2 薬物動態学Ⅰ 2

数学 2 薬物動態学Ⅱ 2

情報リテラシー 2 薬物動態学実習 1

統計学 2 感染症治療学Ⅰ 2

薬学基礎実習 1 感染症治療学Ⅱ 2

コミュニケーション･ワークショップ演習 1 病態薬物治療学Ⅰ 2

ボランティア技法 1 病態薬物治療学Ⅱ 2

手話技法 1 病態薬物治療学Ⅲ 2

社会慣習・マナー技法 1 病態薬物治療学Ⅳ 2

倫理学 2 病態薬物治療学Ⅴ 1

心理学 2 セルフメディケーション論 2

経済学 2 医薬品情報学 2

法学 2 臨床統計解析学 2

健康科学 健康スポーツ実技 1 製剤学Ⅰ 2

基礎英語 1 製剤学Ⅱ 2

英語Ⅰ 1 臨床薬剤学 2

英語Ⅱ 1 漢方薬学 2

英会話Ⅰ 1 臨床検査・画像診断学総論 2

英会話Ⅱ 1 病態情報解析学 1

ドイツ語 1 公衆衛生学 2

中国語 1 栄養と食品衛生 2

韓国語 1 衛生化学 2

ポルトガル語 1 衛生系実習 1

早期体験学習 2

薬学概論 2 救急処置法 1

チーム医療論 1 フィジカルアセスメント論 1

生命倫理学 2 フィジカルアセスメント演習 1

医学概論 1 在宅・地域医療薬学演習 1

医療コミュニケーションⅠ 1 実務実習プレ教育Ⅰ 4

医療コミュニケーションⅡ 1 実務実習プレ教育Ⅱ 4

薬学基礎セミナー 2 実務実習プレ教育Ⅲ 3

薬事関係法規Ⅰ 2 薬局実務実習 10

薬事関係法規Ⅱ 2 病院実務実習 10

地域診療薬学 1 チーム医療演習 1

臨床薬学演習 2

物理化学Ⅰ 2 薬学演習Ⅰ 2

物理化学Ⅱ 1 薬学演習Ⅱ 1

放射化学 1 薬学演習Ⅲ 1

分析化学Ⅰ 2 薬学演習Ⅳ 1

分析化学Ⅱ 2 薬学演習Ⅴ 1

分析化学Ⅲ 2 総合薬学特論Ⅰ 1

物理系実習 1 総合薬学特論Ⅱ 1

有機化学Ⅰ 2 総合薬学特論Ⅲ 1

有機化学Ⅱ 2 総合薬学特論Ⅳ 1

有機化学Ⅲ 2 総合薬学特論Ⅴ 2

生体有機化学 2 薬学研究 特別研究 6

生薬学・薬用植物学 2

天然物薬品化学 2

化学・生薬学系実習 1

機能形態学Ⅰ 1

機能形態学Ⅱ 2

機能形態学Ⅲ 2

生化学Ⅰ 2

生化学Ⅱ 2

分子生物学 2

細胞生物学 2

微生物学 2

免疫学 2

生物系実習 1

授業科目
単位数

授業科目
単位数
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薬学基礎
（物理）

総合薬学

薬学基礎
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別表６
助産学専攻科の教育研究上の目的

・ 人間性豊かで対象の生命・人格を尊重できる誠実な助産師を育成する。
・ 母子の社会環境の変化や、産科医療の高度化並びに助産ケアの多様化に対応できる知識と技術を身に付ける。
・ きめ細かい助産活動が展開でき、母子保健の向上に寄与できる人材を育成する。

助産学専攻科



別表７
助産学専攻科
授業科目及びその単位数

単位数
必修

助産学概論 1
ライフサイクルとウイメンズヘルス 1
周産期の生殖 1
女性と生殖器疾患 1
乳幼児の成長・発達 1
生殖の生命倫理 1
家族心理学 1
助産診断・技術学Ⅰ（ﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ） 1
助産診断・技術学Ⅱ（妊娠期） 1
助産診断・技術学Ⅲ（分娩期） 2
助産診断・技術学Ⅳ（産褥・新生児期） 1
助産診断・技術学Ⅴ（助産過程と臨床推論） 1
助産診断・技術学Ⅵ（ﾊｲﾘｽｸｹｱ） 1
女性と東洋医学 1
保健指導技術 1
助産学研究 1
地域母子保健論 2
助産管理論 2
助産学実習Ⅰ 5
助産学実習Ⅱ 7
助産管理実習 1

授業科目

助
産
学
実
践
領
域

助
産
学
基
礎
領
域
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